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   第 10 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 
平成25年３月15日(金曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時57分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第33号 平成25年度熊本県一般会計予

  算 

 議案第38号 平成25年度熊本県港湾整備事

業特別会計予算のうち 

議案第39号 平成25年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計予算のうち 

議案第40号 平成25年度熊本県用地先行取

得事業特別会計予算 

 議案第45号 平成25年度熊本県流域下水道

事業特別会計予算 

 議案第70号 熊本県が管理する県道の構造

の技術的基準等に関する条例の制定に

ついて 

議案第71号 熊本県移動等円滑化のために

必要な道路の構造の基準に関する条例の

制定について 

議案第72号 熊本県道路占用料徴収条例の

一部を改正する条例の制定について 

 議案第73号 風致地区内における建築等の

規制に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第74号 熊本県都市公園条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第75号 熊本県移動等円滑化のために

必要な特定公園施設の設置の基準に関す

る条例の制定について 

議案第76号 熊本県流域下水道条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第77号 熊本県港管理事務所設置条例

の一部を改正する条例の制定について 

 議案第78号 熊本県営住宅条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第85号 工事請負契約の締結について 

議案第86号 工事請負契約の変更について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

        委 員 長 森   浩 二 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 早 田 順 一 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 杉 浦 康 治 

欠席委員(１人) 

        委  員 井 手 順 雄 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 船 原 幸 信 

            総括審議員兼 

      河川港湾局長 上 谷 昌 史 

         政策審議監  佐 藤 伸 之 

      道路都市局長  猿 渡 慶 一 

      建築住宅局長 生 田 博 隆 

        監理課長 金 子 徳 政 

            用地対策課長 鳥 山 礼 生 

    土木技術管理課長 西 田   浩 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

      下水環境課長 軸 丸 英 顕 

        河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 
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        建築課長 坂 口 秀 二 

        営繕課長 田 邉   肇 

        住宅課長 平 井   章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 松 尾 伸 明 

     政務調査課主幹 福 田 聖 哉 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○森浩二委員長 ただいまから、第10回建設

常任委員会を開会いたします。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、本委員会に付託されました議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 議事次第のとおり、平成25年度当初予算及

びその他の議案について執行部からの説明を

求めた後、質疑、採決を行いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 御異議なしと認めます。よ

って、それに従い進めてまいりたいと思いま

す。 

 なお、審査を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いします。また、本日

の説明等を行われる際は、執行部の皆さんは

着席のまま行ってください。 

 それでは、船原土木部長に総括説明をお願

いします。 

 

○船原土木部長 それでは、今定例会県議会

に提案しております土木部関係の議案につい

て御説明申し上げます。 

 今回提案しております議案は、平成25年度

当初予算関係議案５件、条例等関係議案11件

でございます。 

 まず、平成25年度当初予算の概要について

御説明いたします。 

 一般会計の予算額としましては、848億6,6

22万3,000円、対前年度比109.6％を計上して

おります。 

 特別会計につきましては、港湾整備事業特

別会計、臨海工業用地造成事業特別会計、用

地先行取得事業特別会計及び流域下水道事業

特別会計の４つの特別会計がございますが、

合計で76億3,614万2,000円、対前年度比86.9

％を計上しております。 

 土木部の一般会計及び特別会計を合わせま

した予算総額は925億236万5,000円を計上し

ており、対前年度比は107.2％となります。 

 平成25年度、土木部においては、熊本広域

大水害からの復旧、復興に最優先で取り組む

とともに、幸せ実感くまもと４カ年戦略に掲

げられました九州新幹線全線開業、政令市移

行後の地域振興や州都実現、みどりの創造プ

ロジェクトについて重点的に取り組んでまい

ります。 

 １点目は、熊本広域大水害からの創造的復

旧、復興でございます。 

 歴史に名を残す創造的復旧、復興に向け、

熊本市や阿蘇市などにおける河川、砂防の激

甚災害対策特別緊急事業や災害関連事業、県

道内牧坂梨線における斜面崩壊の土砂活用に

よる道路かさ上げに取り組んでまいります。 

 ２点目は、地域振興や生活の安全、安心を

支える社会資本整備でございます。 

 政令市以外での地域振興や防災、減災など

の県民生活を支える社会資本整備として、熊

本天草幹線道路や平成25年度供用予定の国道

445号清水トンネルなどの道路整備、老朽化

施設の補強や耐震化、通学路の安全確保、河

川改修、天草空港の防災拠点化などの防災・

減災対策、八代港の機能強化や大型クルーズ

船入港に必要な航行安全対策の策定を進めて

まいります。 

 ３点目は、州都をにらんだ熊本都市圏の拠

点性向上でございます。 

 九州におけるハブ機能を強化し、州都実現

につなげるため、中九州横断道路や九州中央
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自動車道などの幹線道路ネットワークの整備

促進、連続立体交差事業の推進、阿蘇くまも

と空港周辺道路の拡幅などに取り組んでまい

ります。 

 ４点目は、みどりの創造プロジェクトの推

進でございます。 

 街並みや沿道、農村における景観向上や河

川の環境再生などを図るため、地元市町村な

どと連携しながら、河川環境整備や市街地、

観光地の沿道景観整備などに取り組んでまい

ります。 

 以上が平成25年度土木部の主な施策でござ

います。 

 次に、条例等関係議案につきましては、条

例の改正として、熊本県が管理する県道の構

造の技術的基準等に関する条例の制定につい

て外８件、工事請負契約の締結について外１

件、計11件の御審議をお願いしております。 

 以上、議案の概要等を総括的に説明申し上

げましたが、詳細につきましては担当課長か

ら説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 今後とも各事業の推進に積極的に取り組ん

でまいりますので、委員各位の御支援と御協

力をよろしくお願いいたします。 

 

○森浩二委員長 次に、付託議案について、

関係課長から順次説明をお願いします。 

 

○金子監理課長 監理課でございます。 

 最初に、資料の確認をお願いいたします。 

 今回は、建設常任委員会説明資料、新規及

び主要事業一覧、公共事業等費用負担調書の

３冊を御用意しておりますが、新規及び主要

事業一覧、公共事業等費用負担調書について

は、参考としてお届けしておりますので、後

ほどごらんいただきたいと思います。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料により御説明させていただきます。  

 資料の２、建設常任委員会説明資料(平成2

5年度当初予算関係・条例等関係)をお願いい

たします。１ページをお願いします。 

 土木部の当初予算総額は、最上段の右端の

合計欄に記載していますとおり、925億236万

5,000円で、対前年度比107.2％となっており

ます。 

 その内訳としましては、左から、一般会計

の普通建設事業につきましては、補助事業は

491億6,100万5,000円、県単事業は138億4,76

4万9,000円、直轄事業は90億8,814万5,000円

となっております。 

 次に、災害復旧事業につきましては、補助

事業が26億6,327万1,000円となっておりま

す。 

 投資的経費計としましては、747億6,007万

円で、対前年度比112.8％となります。次

に、消費的経費につきましては、101億615万

3,000円で、対前年度比90.1％となっており

ます。一般会計計としましては、848億6,622

万3,000円で、対前年度比109.6％となりま

す。 

 次に、その右の特別会計につきましては、

港湾整備事業特別会計、臨海工業用地造成事

業特別会計、用地先行取得事業特別会計及び

流域下水道事業特別会計の４つの特別会計の

合計としまして、投資的経費は20億1,447万

円となっております。また、その右側の消費

的経費は56億2,167万2,000円となっておりま

す。合わせまして、特別会計計ですが、76億

3,614万2,000円となります。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 平成25年度予算総括表でございます。 

 一般会計及び特別会計ごとに、課ごとの本

年度当初予算額、前年度６月補正後の予算

額、比較増減額及び右側に本年度当初予算額

の財源内訳を記載しております。 

 表の最下段の土木部合計の欄の財源内訳で

ございますが、国支出金が278億1,344万7,00

0円、地方債が401億5,777万円、その他が133

億3,402万5,000円、一般財源が111億9,712万
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3,000円となっております。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい

ます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 このページ以降、各課の当初予算の詳細を

記載しております。監理課の予算につきまし

ては、主なものについて御説明させていただ

きます。 

 まず、２段目の職員給与費でございます。 

 職員の給与費につきましては、２月補正予

算と同様に、職員給与費または事業費の職員

給与費として５ページ以降全ての課に出てま

いりますが、監理課から代表して説明させて

いただき、各課からの説明は割愛させていた

だきます。 

 監理課関係分としましては、５億3,617万

3,000円を計上しておりますが、土木部全体

では62億1,558万9,000円を計上しておりま

す。 

 次に、４段目の管理事務費でございます。

7,299万円を計上しています。これは宮城県

からの要請に基づく職員の派遣に伴う経費等

でございます。 

 次に、６段目の公物・広告物管理指導費で

ございますが、4,665万7,000円を計上してお

ります。これは熊本土木事務所及び地域振興

局土木部所管の公物・広告物管理指導に要す

る経費でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 １段目の管理運営費でございますが、2,55

3万1,000円を計上しております。これは熊本

県地域防災計画に基づく熊本土木事務所の耐

震改修工事に要する経費等でございます。 

 一番下の項目の建設産業支援事業費でござ

いますが、2,245万4,000円を計上しておりま

す。これは新熊本県建設産業振興プランに基

づいて実施する建設業者等への各種支援に要

する経費でございます。 

 具体的な内容につきましては、説明欄に記

載しておりますが、建設業者の新分野進出や

企業合併を支援する補助金、また、経営相談

に要する経費、建設産業団体による経営セミ

ナーや広報活動などに対する支援、その他営

業所立入調査並びに建設業者の法令遵守の指

導に要する経費を計上しております。 

 以上、監理課の一般会計の予算額は合計で

８億3,308万2,000円でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○鳥山用地対策課長 用地対策課でございま

す。説明資料の５ページをお願いいたしま

す。 

 土木総務費9,555万8,000円を計上いたして

おります。 

 そのうち３段目の収用委員会費は、2,033

万9,000円を計上しております。これは収用

委員会７名の報酬並びに収用委員会の運営経

費でございます。 

 ４段目の登記事務費215万7,000円並びに５

段目の土地収用法等事務費130万6,000円につ

きましては、それぞれ取得した用地の登記促

進並びに土地収用法等関係の事務に要する経

費でございます。 

 以上、一般会計合計は、最下段の9,555万

8,000円でございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 用地先行取得事業特別会計でございます。 

 河川改良費につきまして、用地先行取得事

業費10億1,777万円を計上いたしておりま

す。これは白川河川改修事業の熊本市工区に

おける用地先行取得事業費でございます。 

 被災地権者の方々の生活再建のため、短期

間で用地を取得することを目的としまして、

特別会計により用地を先行取得するものでご

ざいます。龍田陳内地区ほか７地区の用地の

先行取得費を計上いたしております。 

 以上、用地先行取得事業特別会計合計は、

最下段の10億1,777万円でございます。 

 用地対策課は以上でございます。 
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○西田土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。資料の７ページをお願いいたし

ます。 

 主なものについて御説明いたします。 

 上から３段目ですが、土木業務推進費とし

て1,989万9,000円を計上しております。これ

は、土木部職員の技術力向上を図るため、熊

本市城南町にあります建設技術センターで実

施しております研修への参加者の負担金及び

同センターに対しまして研修計画の策定や県

が実施しております総合評価入札制度に係る

事前登録などの業務を委託する経費でござい

ます。 

 １行飛びまして５段目ですが、土木行政情

報システム費として9,356万5,000円を計上し

ております。これは、土木部における工事の

発注や管理に要するさまざまなシステムの維

持費で、内訳は、説明欄に記載のとおり、土

木積算システムに要する経費991万7,000円、

ＣＡＬＳ／ＥＣ事業に要する経費8,244万5,0

00円などとなっております。 

 最下段でございますが、土木技術管理課計

で２億4,604万6,000円となります。 

 土木技術管理課は以上でございます。 

 

○手島道路整備課長 道路整備課でございま

す。資料の９ページをお願いいたします。 

 まず、３段目の国直轄事業負担金でござい

ますが、34億2,731万3,000円を計上しており

ます。これは、九州中央自動車道及び国道３

号や国道57号の整備など、国直轄事業の道路

事業に関する県の負担金でございます。 

 ４段目の道路管理費でございますが、221

万9,000円を計上しております。内訳は、道

路公社職員の共済費負担金と九州中央自動車

道建設促進協議会や日本道路協会などの負担

金でございます。 

 次に、下から２段目の道路改築費でござい

ますが、地域高規格道路の整備に要する経費

といたしまして23億5,800万円を計上してお

ります。内訳は、国道266号の大矢野バイパ

スの登立トンネル、新天門橋の整備及び用地

買収促進等の経費でございます。 

 次に、最下段の単県道路改築費でございま

すが、21億1,085万4,000円を計上しておりま

す。内訳は、右の説明欄にございますとお

り、県道内牧坂梨線ほか94カ所でございま

す。 

 続きまして、10ページをお願いします。 

 １段目の地域道路改築費でございますが、

99億8,979万5,000円を計上しております。内

訳としましては、五木村振興が、国道445号

に12億5,230万円、国道が、国道324号知十橋

のかけかえほか16カ所について34億5,146万

3,000円、県道が、竜北小川停車場線ほか73

カ所について52億8,603万2,000円を計上して

おります。 

 また、説明欄にございますように、債務負

担行為の設定を１カ所お願いしております。

国道389号下田南３号トンネルの工事でござ

いますが、平成26年度から28年度までの３カ

年、合わせまして11億5,000万円を限度額と

します債務負担行為の設定をお願いしており

ます。 

 続きまして、２段目の道路計画調査費とい

たしまして900万円を計上しております。こ

れは地域高規格道路としての整備を検討すべ

き路線・区間に関する調査を行うものでござ

います。 

 次に、３段目の単県幹線道路整備特別事業

費でございますが、２億643万5,000円を計上

しております。これは、熊本天草幹線道路、

熊本阿蘇幹線道路、南関ＩＣ～荒尾・長洲幹

線道路の３路線を重点的に整備するための事

業費でございます。平成25年度は、熊本天草

幹線道路の本渡道路の調査費、地質調査、地

形調査などを１億円計上して事業促進に努め

ます。 

 次に、４段目の道路施設保全改築費(橋り
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ょう補修分)でございますが、９億160万円を

計上しております。これは、震災対策や老朽

化した橋梁の補修、補強などのための事業費

で、国道218号加勢群橋ほか12カ所の整備の

費用でございます。 

 最後に、単県橋りょう補修費でございます

が、12億4,800万円を計上しております。こ

れは、比較的小規模な橋梁の補修、補強等の

ための事業費で、県道八代鏡宇土線松橋跨線

橋ほか83カ所の整備の費用でございます。 

 最下段の道路整備課計でございます。平成

25年度当初予算額としまして、合計で208億

3,217万6,000円となります。 

 道路整備課は以上でございます。 

 

○亀田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 平成25年度当初予算の主な項目について説

明いたします。説明資料の11ページをお願い

します。 

 まず、１行目の道路橋りょう総務費として

12億2,796万9,000円を計上しております。 

 このうち３行目の道路管理費は、説明欄に

記載のとおり、各種の道路管理事業や道路調

査事業などの経費として3,066万1,000円を計

上しております。 

 次に、下から４行目の道路維持費として43

億8,127万1,000円を計上しております。 

 内訳として、下から３行目の単県道路災害

防除費につきましては、落石対策等の防災対

策工事を行うもので、５億7,933万9,000円

を、下から２行目の単県道路修繕費は、道路

パトロールや街路樹などの植栽管理、除草、

積雪対策などを行うための費用として32億3,

875万4,000円を、最下段のやさしい道づくり

事業費は、通学路などの歩道整備や道路案内

標識の整備などを行うもので、２億7,796万

3,000円を計上しています。 

 次に、12ページをお願いいたします。 

 １行目の単県沿道環境整備事業費は、市街

地や観光地の沿道景観整備を行うもので、３

億3,000万円を計上しております。 

 ２行目の道路新設改良費として83億1,835

万2,000円を計上しております。 

 内訳として、３行目の道路舗装費は、単県

事業でございまして、舗装補修事業、側溝整

備事業、旧道移管事業などを行うための費用

として22億7,953万5,000円を、次に、４行目

の道路施設保全改築費は、道路災害防除事

業、交通安全施設等整備事業、舗装補修事業

などを行うための費用として63億3,863万円

を計上しております。いずれの事業も、事業

箇所は説明欄に記載のとおりでございます。 

 以上、最下段に示しますとおり、道路保全

課の平成25年度当初予算総額は139億2,759万

2,000円となります。 

 以上でございます。 

 

○内田都市計画課長 都市計画課でございま

す。資料の13ページをお願いいたします。 

 都市計画課の当初予算につきまして、主な

ものを御説明いたします。 

 上から３段目の景観整備費でございます

が、4,647万6,000円を計上しております。こ

れは緑化景観対策事業や民間施設緑化推進事

業などを行うものでございます。 

 下から３段目の都市計画総務費でございま

すが、92億7,104万8,000円を計上しておりま

す。この内訳の主なものにつきまして御説明

をいたします。次の14ページをお願いいたし

ます。 

 ３段目の公園維持費でございますが、１億

7,054万9,000円を計上しております。これは

テクノ中央緑地、本妙寺山緑地及び水俣広域

公園の指定管理者への委託などでございま

す。 

 ５段目の都市交通調査費でございますが、

熊本都市圏における将来の総合的な都市交通

計画を策定するための調査検討に要する経

費、１億2,500万円を計上しております。 
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 一番下の段の都市計画調査費でございます

が、これは主に都市計画の変更、決定に向け

た調査を行うための経費、１億797万6,000円

を計上しております。 

 次の15ページをお願いいたします。 

 １段目の連続立体交差事業費でございます

が、ＪＲ鹿児島本線等の高架化工事等のた

め、86億8,400万円を計上しております。 

 ３段目の街路事業費でございますが、４億

9,804万9,000円を計上いたしております。こ

のうち単県街路促進事業費8,804万1,000円

は、主要幹線街路等の整備として荒尾海岸線

ほか３カ所を予定しております。 

 また、街路整備事業費４億2,700万円は、

主要幹線街路の整備として荒尾海岸線ほか１

カ所を予定しております。 

 その下の段の都市公園費でございますが、

都市公園整備事業費に８億1,820万7,000円を

計上しております。その主なものは、鞠智城

の国営公園化を推進する鞠智城公園推進事業

に3,140万円、鞠智城国営公園化ＰＲ事業と

しまして2,000万円と、緊急雇用事業として

1,600万円、既設都市公園の整備を行う都市

公園整備事業費に６億1,562万7,000円、沿道

景観の整備向上を図る沿道景観緑化推進事業

費に8,918万円を計上しております。 

 以上、都市計画課は、最下段のとおり、計

108億1,463万9,000円となっております。 

 以上でございます。 

 

○軸丸下水環境課長 下水環境課です。 

 まず、一般会計から、主なものにつきまし

て御説明いたします。委員会資料17ページを

お開き願います。 

 上から２段目、公害防止指導費として1,32

3万6,000円を計上いたしております。このう

ち説明欄の２行目に記載しております生活排

水適正処理重点推進事業1,000万円は、新規

事業であり、整備した下水道等への接続を推

進するため、県民への接続経費の助成制度を

新設、拡充する市町村に対し、その費用の一

部を補助するものでございます。 

 上から４段目に、一般廃棄物等対策費とし

て２億6,075万3,000円を計上いたしておりま

す。主な内訳といたしましては、浄化槽整備

を行う個人や市町村に対して県費補助を行う

事業でございます。 

 次の18ページをお願いいたします。 

 上から２段目の農業集落排水施設整備推進

費として3,188万5,000円を計上いたしており

ますが、これは農業集落排水事業を実施する

市町村に対して、事業の翌年度に事業費の6.

5％を県費補助するものでございます。 

 次の段の団体営農業集落排水事業費は、国

からの交付金を一旦県が受け入れて農業集落

排水施設整備を行う市町村に交付するもの

で、9,320万円を計上いたしております。 

 下から２段目の漁業集落環境整備事業費と

して1,889万3,000円を計上いたしておりま

す。このうち説明欄の上段に記載の漁業集落

排水施設整備後年交付金329万3,000円は、漁

業集落排水事業実施市町村に対し、事業の翌

年度に事業費の6.5％を県費補助する事業で

す。また、漁業集落排水施設整備事業費1,56

0万円は、国からの交付金を一旦県が受け入

れて実施市町村に交付するものです。 

 次の19ページをお願いいたします。 

 上から４段目、下水道推進費として1,357

万円を計上しておりますが、このうち説明欄

の上段に記載しております下水道施設危機管

理検討事業1,000万円は、地震等で被災した

際に、どのように下水処理の業務を継続して

いくのか検討するための基礎調査の費用でご

ざいます。 

 下から３段目、流域下水道事業特別会計繰

出金３億2,874万3,000円を計上いたしており

ますが、これは流域下水道特別会計における

公債費等の財源充当のための繰出金でござい

ます。 

 以上、一般会計の合計は、最下段記載のと
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おり、８億8,044万4,000円でございます。 

 次に、流域下水道事業特別会計について御

説明いたします。委員会資料の20ページをお

願いいたします。 

 上から３段目の熊本北部流域下水道管理費

は、熊本市、合志市及び菊陽町を対象とする

流域下水道の維持管理に必要な経費等で、９

億9,432万9,000円を計上いたしております。 

 下から３段目の熊本北部流域下水道建設費

(交付金事業)は、７億7,700万円を計上いた

しております。内容は、浄化センターの増設

及び改築等の費用でございます。 

 なお、説明欄に記載のとおり、浄化センタ

ーの水処理施設の工事につきまして、平成26

年度へ４億6,560万円を限度とする債務負担

行為の設定をお願いしております。 

 最下段の球磨川上流流域下水道管理費は、

あさぎり町など上球磨の４町１村を対象とす

る流域下水道の維持管理に必要な経費等で、

２億833万2,000円を計上いたしております。 

 21ページをお願いいたします。 

 上から３段目の球磨川上流流域下水道建設

費(交付金事業)は、2,060万を計上してお

り、内容は、処理場の長寿命化計画の設備設

計及び総合地震対策計画の策定に要する費用

でございます。 

 上から５段目の八代北部流域下水道管理費

は、八代市、宇城市及び氷川町を対象とする

流域下水道の維持管理に必要な経費等で、２

億2,083万1,000円を計上いたしております。 

 下から２段目の八代北部流域下水道建設費

(交付金事業)は、1,300万円を計上してお

り、全体計画の見直しのための調査費用でご

ざいます。 

 22ページをお願いいたします。 

 最上段から３段目にかけまして、流域下水

道建設に係る公債費といたしまして、起債償

還元金４億7,909万4,000円、利子１億8,138

万3,000円を計上いたしております。 

 上から４段目の一般会計繰出金の375万円

は、熊本北部浄化センターで発電した電気が

持っておりますグリーン電力価値の売却益の

一部を一般会計へ繰り出すものでございま

す。 

 以上、流域下水道事業特別会計では、最下

段記載のとおり、29億5,071万6,000円を計上

いたしております。 

 下水環境課は以上です。 

 

○林河川課長 河川課でございます。資料の

23ページをお願いいたします。 

 最上段の河川海岸総務費でございますが、

68億8,109万3,000円を計上しております。主

なものを御説明いたします。 

 まず、上から４段目の国直轄事業負担金44

億8,961万3,000円でございます。これは国が

施行する河川改良事業への県の負担金になり

ます。 

 次に、下から４段目、河川海岸維持修繕費

３億円になります。これは河川海岸施設の維

持補修に係る経費でございます。 

 次に、下から３段目、河川管理費で３億1,

638万3,000円になります。堤防の雑草処理や

水質事故に対応するための経費になります。 

 次に、最下段の河川掘削事業費５億2,460

万円になります。これは河川に堆積した土砂

の掘削事業でございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 最上段のダム管理運営費２億961万6,000円

から、その下３段目までは、市房ダムほか４

ダム並びに坪井川水系遊水地の管理運営経

費、それに老朽化した水位や雨量などの気象

観測局の補修費用になります。 

 次は、上から４段目の河川改良費になりま

す。110億1,292万1,000円を計上しておりま

す。主なものです。 

 まず、次の段の河川改修事業費22億6,536

万5,000円になります。これは玉名市の境川

ほか16カ所の改修費でございます。 

 次に、下から４段目、河川激甚災害対策特
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別緊急事業費50億7,525万円になります。昨

年被災しました白川と黒川の家屋浸水被害を

軽減するため、おおむね５年間で実施します

緊急事業の２年目になります。 

 次に、下から２段目、都市基盤河川改修費

6,400万円になります。これは熊本市が行い

ます健軍川ほか４カ所の改修費でございま

す。 

 次に、最下段の河川総合開発事業費13億1,

630万円になります。これは路木ダムの建設

費でございます。 

 路木ダムにつきましては、平成25年度が最

終年度になります。工事の進展に伴い、新た

に判明した地質状況等により追加対策を講じ

る必要が生じたため、不測の事態に備え、全

体事業費90億円を最大で４億円増加いたして

おります。なお、事業費の増に伴う完成のお

くれはございません。 

 また、本体工事の請負契約については、数

量等が確定した段階で速やかに変更契約案を

上程したいと考えております。 

 25ページをお願いいたします。 

 最上段の河川等災害関連事業費、10億4,05

3万円になります。これは災害復旧とあわせ

て行う改良復旧事業で、大津町の白川ほか６

カ所の予算になります。 

 次に、上から２段目の単県河川改良費から

４段目の単県ダム改良費までは、県単独で行

います河川改修やダム関連事業でございま

す。山鹿市の木野川ほか67カ所の改修等を予

定しております。 

 続きまして、５段目の海岸保全費になりま

す。４億6,957万9,000円を計上しておりま

す。内訳です。 

 次の段の海岸高潮対策事業費は、国からの

交付金による海岸保全施設の整備、その下の

単県海岸保全費は、県単独費で行う整備、さ

らにその下、海岸保全施設補修事業費は、交

付金による海岸堤防等の老朽化対策でござい

ます。 

 次に、下から２段目の水防費で2,723万2,0

00円を計上しております。これは、水位計や

雨量計などの水防観測機器の運用、保守点検

のほか、水防資材の購入等に要する経費にな

ります。 

 26ページをお願いします。 

 上から２段目、河川等補助災害復旧費で26

億6,327万1,000円を計上しております。内訳

です。 

 まず３段目、過年発生国庫補助災害復旧費

16億3,027万1,000円につきましては、23年度

及び24年度に発生した公共土木施設の災害復

旧を行う経費になります。 

 その下、現年発生国庫補助災害復旧費10億

3,300万円は、25年度の災害発生に備え、迅

速な対応が図れるよう、待ち受け予算として

計上いたしております。 

 以上、河川課の当初予算は、最下段にあり

ますとおり、総額で210億5,409万6,000円で

ございます。 

 以上です。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。説明資料の27

ページをごらん願います。 

 まず、一般会計から御説明いたします。 

 港湾管理費として３億2,230万3,000円を計

上しています。 

 上から３段目の港湾諸費は、港湾統計事務

に関する経費で、４段目の海岸諸費は、海岸

施設の維持管理費です。その他、職員給与

費、港湾審議会の開催経費等を計上していま

す。 

 最下段の港湾建設費として35億5,436万9,0

00円を計上しています。 

 28ページをごらん願います。 

 １段目の重要港湾改修事業は、八代港、熊

本港、三角港において臨港道路の冠水対策や

防砂堤の整備等を実施するものです。 

 次に、２段目の地方港湾改修事業は、長洲

港の防波堤整備事業等を実施するものです。 
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 次に、３段目の海岸高潮対策事業は、津

波、高潮発生時において海岸保全施設の防災

機能を確保するため、樋門や排水機場の改修

等を実施するものです。 

 次に、下から３段目の国直轄事業負担金

は、八代港及び熊本港において国が施行する

航路整備等の港湾改修事業の負担金です。 

 次の港湾環境整備事業は、熊本港において

しゅんせつ土砂の処分場を整備するもので

す。 

 29ページをごらん願います。 

 １段目の港湾補修事業は、防波堤や岸壁の

補修等を行うもので、本渡港ほか９港で実施

いたします。 

 ３段目の空港管理費として２億9,115万9,0

00円を計上しております。これは主として天

草空港の管理、運営や修繕等を行う経費です

が、今回、天草空港を防災拠点として整備す

るための設計委託費を2,000万円計上してい

ます。 

 次に、下から３段目の港湾整備事業特別会

計繰出金ですが、これは港湾特会における起

債償還の財源に充てるための繰出金を計上し

ています。 

 以上、港湾課の一般会計につきましては、

最下段のとおり、55億6,773万1,000円を計上

しています。 

 次に、30ページをごらん願います。 

 港湾整備事業特別会計について御説明いた

します。 

 １段目の施設管理費として５億6,266万9,0

00円を計上していますが、これは県内各港湾

の施設管理費及び維持、補修を行うための港

湾修築費です。 

 次に、下から２段目の公債費として、起債

償還の元金と利子を合わせまして25億8,621

万7,000円を計上しています。 

 以上、港湾整備事業特別会計につきまして

は、最下段のとおり、31億4,888万6,000円を

計上しています。 

 続いて、31ページをごらん願います。 

 臨海工業用地造成事業特別会計について御

説明いたします。 

 １段目の熊本港臨海用地造成事業費として

5,000万円を計上しています。これは、熊本

港周辺海域における漁業の振興を図るため、

漁場の整備や稚魚の放流等を行うものです。 

 次に、下から２段目の公債費として、起債

償還の元金と利子を合わせまして４億6,877

万円を計上しています。 

 以上、臨海工業用地造成事業特別会計につ

きましては、最下段のとおり、５億1,877万

円を計上しています。 

 港湾課は以上です。 

 

○古澤砂防課長 砂防課でございます。説明

資料の33ページをお願いいたします。 

 砂防課の平成25年度の当初予算の主なもの

を説明いたします。 

 砂防費の中で、第５段目をごらんくださ

い。通常砂防事業費に６億8,505万6,000円を

計上いたしまして、芦北町の前田川ほか13カ

所を整備いたします。 

 次の６段目でございますが、地すべり対策

事業費に２億7,120万円を計上し、天草市の

大地地区ほか５カ所を整備いたします。 

 次の７段目でございますが、急傾斜地崩壊

対策事業費に12億8,960万円を計上いたしま

して、八代市の板持地区ほか37カ所を整備い

たします。 

 ８段目、単県事業でございますけれども、

単県砂防事業に１億8,527万円を計上いたし

まして、熊本市の木原川ほか12カ所を整備い

たします。 

 次の９段目の単県地すべり対策費に3,200

万円を計上いたしまして、八代市の日当地区

ほか８カ所を整備いたします。 

 次の34ページをごらんください。 

 １段目の単県急傾斜地崩壊対策費に１億8,

575万4,000円を計上いたしまして、熊本市の
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塩屋Ｃ地区ほか14カ所を整備いたします。 

 少し飛ばしまして４段目の国直轄事業負担

金につきまして１億8,974万7,000円を計上い

たしまして、国が行います川辺川流域におき

ます砂防設備整備に負担金として負担いたし

ます。 

 次の５段目の砂防激甚災害特別緊急事業費

に21億円を計上いたしまして、昨年の大水害

に伴います阿蘇地域での災害復旧を行います

阿蘇市の坂梨ほか29カ所を整備いたします。 

 ６段目の火山砂防事業費に13億9,390万円

を計上いたしております。説明欄をごらんく

ださい。 

 まず、火山砂防事業に13億8,320万円を計

上し、球磨村の岳本１ほか33カ所を整備いた

します。また、火山噴火警戒避難対策事業に

1,070万円を計上いたしまして、阿蘇火山土

砂災害監視システムの検証などを行う予定で

ございます。 

 ７段目の土砂災害監視システム維持管理費

に3,853万1,000円を計上いたしまして、土砂

災害監視システムの維持管理を行います。 

 それから、８段目の単県砂防施設維持管理

費に7,614万円を計上いたしまして、砂防設

備の修繕並びに砂防設備の周りの土砂、流木

等の撤去を行います。 

 次ページの35ページをお願いいたします。 

 １段目の土砂災害警戒避難対策事業費に８

億9,094万5,000円を計上しております。説明

欄をごらんください。 

 まず、土砂災害情報相互通報システム整備

事業に3,231万4,000円を計上いたしまして、

土砂災害警戒情報の検証や土砂災害警戒区域

等のインターネット配信用のデータのツイッ

ターを行います。また、砂防関係基礎調査事

業費に８億5,863万1,000円を計上いたしまし

て、土砂災害防止法に基づきます土砂災害警

戒区域の指定等に必要な基礎調査を行いま

す。 

 次の２段目でございます。砂防設備等緊急

改築事業費に3,150万円を計上いたしまし

て、五木村の横手谷川の砂防施設の改築を行

います。 

 以上、最下段に記載のとおり、砂防課とい

たしまして75億9,553万1,000円の予算を計上

しております。 

 砂防課の説明は以上でございます。 

 

○坂口建築課長 建築課でございます。説明

資料の37ページをお願いいたします。 

 建築課予算の主なものを御説明いたしま

す。 

 ３段目のくまもとアートポリス推進費でご

ざいますが、1,383万6,000円を計上しており

ます。これはアートポリス事業の運営、企画

等に要する経費でございます。 

 次に、５段目の建築基準行政費でございま

すが、3,966万6,000円を計上しております。

これは建築基準指導業務及び建築物の防災対

策を推進するための経費等でございます。 

 次に、資料の38ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の市街地環境整備促進費でございま

すが、2,279万7,000円を計上しております。

これは、民間建築物のアスベスト改修を促進

するため、1,000平米未満の既存建築物に関

するデータベースの整備等に要する経費でご

ざいます。 

 以上、建築課分といたしまして、最下段で

ございますが、４億4,905万4,000円を計上し

ております。よろしくお願いいたします。 

 

○田邉営繕課長 営繕課でございます。説明

資料の39ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 ３段目の営繕管理費でございますが、３億

5,435万4,000円を計上しております。これは

県有施設の保全改修等に要する経費でござい

ます。 

 以上、最下段のとおり、５億4,148万円を
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計上しております。 

 営繕課は以上です。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。資料

の41ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の住宅管理費でございます

が、９億4,094万5,000円を計上しておりま

す。 

 主なものですが、３段目の公営住宅維持管

理費といたしまして７億7,794万5,000円を計

上しております。これは県営住宅の維持管理

に要する経費でございまして、指定管理者へ

の委託料や管理事務費などでございます。 

 次に、下から４段目の住宅建設費でござい

ますが、10億8,784万9,000円を計上しており

ます。 

 主なものですが、下から３段目の公営住宅

建設費といたしまして１億922万7,000円を計

上しております。これは県営山の上団地に残

っております既存住棟の解体工事費などでご

ざいます。 

 次に、42ページ、１段目でございますが、

公営住宅ストック総合改善事業費といたしま

して７億9,604万円を計上しております。こ

れは県営住宅の住戸改善や外壁改修などに要

する経費でございます。 

 最後に、３段目の高齢者向け優良賃貸住宅

供給促進事業費といたしまして１億8,526万

円を計上しております。これは高齢者向け優

良賃貸住宅の家賃減額補助とサービスつき高

齢者向け住宅を整備する民間事業者への補助

などでございます。 

 以上、住宅課の平成25年度当初予算額は、

最下段のとおり、20億2,879万4,000円を計上

させていただいております。 

 住宅課は以上でございます。 

 

○手島道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 議案の第70号熊本県が管理する県道の構造

の技術的基準等に関する条例の制定について

御説明申し上げます。資料は43ページから66

ページまででございます。66ページの概要で

御説明申し上げます。 

 この条例は、地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う道路法の一

部改正に伴い、熊本県が管理する県道の構造

の技術的基準等について、条例で定める必要

があることから制定しようとするものです。 

 この条例は、国が定める基準を参酌して、

県道の構造の技術的基準や案内標識等の寸法

など、内容の(1)から(4)までに記載するもの

を定めます。 

 この条例では、国の基準に加え、条例第47

条第３項に、案内標識等の寸法の縮小に関す

る規定を県独自基準として追加することとし

ております。 

 道路標識には、目的地の地名や方向などを

示す案内標識や道路上の注意を払うべき事柄

などを示す警戒標識などがあります。今回の

道路法の改正により、これらの表示板や文字

の寸法を条例で定めることとなっておりま

す。 

 県では、自動車の運転者からの視認性など

を考慮して検討した結果、標準の寸法や寸法

を拡大する場合の考え方については、国が定

める参酌基準と同一の規定としております。 

 一方で、標準の寸法の道路標識だと、設置

する場所によっては自動車の通行に支障を与

える場合があることや自然景観や都市景観が

損なわれる場合もあることから、設置場所の

状況により必要な場合には、標準の寸法より

も縮小することができる特例規定を追加する

こととしました。なお、寸法の具体的な内容

については、規則で定めることとしておりま

す。 

 このほかの県道の構造の技術的基準などに

ついては、検討の結果、国が定める参酌基準

と同一の規定としております。 
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 施行日は、平成25年４月１日としておりま

す。 

 続きまして、議案第71号熊本県移動等円滑

化のために必要な道路の構造の基準に関する

条例の制定について御説明申し上げます。資

料は67ページから79ページまでで、79ページ

の概要で御説明申し上げます。 

 この条例は、先ほど申しました地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴いまして、高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴

い、移動円滑化のために必要な道路の構造に

関する基準について、条例で定める必要があ

ることから制定しようとするものです。 

 この条例は、国が定める基準を参酌して、

歩道等に関する移動等円滑化のために必要な

道路の構造に関する基準など、内容の(1)に

記載するものを定めます。 

 この条例では、国の基準に加え、条例第７

条に、歩道等に設置する排水溝に関する規定

を県独自基準として追加することとしており

ます。 

 今後、高齢者、障害者等の社会参加がふえ

ることが見込まれており、道路の構造もこれ

らの方々の利用を考慮したものであることが

求められます。そのため、つえや車椅子等の

使用者の歩道等の使用に対応して、その安全

性、円滑性を確保する必要があると考え、歩

道等に排水溝を設置する場合には、そのふた

はつえ、車椅子等の使用者の通過に支障のな

い構造とする規定を追加するものです。 

 具体的には、つえや車椅子の車輪などが側

溝のふたの溝に落ち込まない構造とすること

で、例えばグレーチングの溝が細かい側溝ぶ

たあるいは路面に露出しない側溝とすること

などを想定しております。このほかの基準に

ついては、検討の結果、国が定める参酌基準

と同一の規定といたします。 

 施行日は、平成25年４月１日としておりま

す。 

 以上で道路整備課の説明は終わります。 

 

○亀田道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 議案第72号熊本県道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例の制定についてでございま

すが、説明資料81ページから82ページをお願

いいたします。内容につきましては、82ペー

ジの概要にて御説明いたします。 

 今回の改正は、国の道路法施行令の一部改

正に伴い、新たに道路の占用許可対象物件が

追加されたことによるものです。 

 ２に記載のとおり、道路の占用許可対象物

件として、太陽光発電設備及び風力発電設備

並びに津波からの一時的な避難場所としての

機能を有する堅固な施設が追加されました。 

 改正内容は、３の(1)に記載のとおり、太

陽光発電設備及び風力発電設備並びに津波避

難施設に係る占用料を定めるもので、太陽光

発電設備及び風力発電設備は、熊本市を除く

市の区域につきましては、１平方メートル当

たり年額1,200円、ほかの町村の区域につき

ましては年額1,100円とし、津波避難施設

は、近傍類似の土地の評価額の2.5％とする

ものです。 

 また、あわせて(2)に記載のとおり、上記

占用許可対象物件が追加されたことに伴い、

条例第２条及び別表に記載されている道路法

施行令第７条の号数を順次繰り下げるもので

す。 

 施行日については、(3)に記載のとおり、

平成25年４月１日からの施行としておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○内田都市計画課長 都市計画課でございま

す。資料の83ページをお願いいたします。 

 議案第73号風致地区内における建築等の規

制に関する条例の一部を改正する条例の制定
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につきまして御説明をいたします。その概要

につきまして、資料の84ページで御説明をい

たします。 

 制定改廃の必要性ですが、風致地区内にお

ける建築等の規制に係る条例の制定に関する

基準を定める政令により、10ヘクタール以上

の風致地区は、県及び政令市の条例で基準等

を定めることになっておりましたが、平成23

年11月に同政令が改正され、２つ以上の市町

村の区域にわたるものを除き、市町村の条例

で定めることとなりました。 

 この改正には３年間の経過措置があり、こ

の間に県条例適用の風致地区がある八代市、

人吉市は条例を制定、施行する必要がありま

すが、八代市につきましては、平成25年４月

１日より市条例が施行されることとなりまし

たので、県条例を改正するものです。 

 その内容ですが、県条例の適用範囲から八

代市域を除くとするものです。既に熊本市は

政令市移行に伴い県条例の適用範囲から除か

れておりますので、この除外規定に八代市を

加えます。 

 施行日は平成25年４月１日で、経過措置と

いたしまして、(3)から(5)に記載のとおり、

県条例で行った許可申請は八代市長に行った

ものとみなすこと、県条例における違反行為

の罰則の適用は従前どおりとすること、及び

熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に

関する条例により風致地区に関する許可申請

の受け付けを移譲しておりますが、この規定

から八代市を削除することなどを定めており

ます。 

 次に、資料の85ページをお願いいたしま

す。 

 議案第74号熊本県都市公園条例の一部を改

正する条例の制定につきまして御説明いたし

ます。その概要につきましては、資料の88ペ

ージで御説明をいたします。 

 制定改廃の必要性ですが、地域主権一括法

の施行に伴う都市公園法の一部改正に伴い、

都市公園の設置基準等について条例で定める

ものです。 

 条例制定に当たっては、県内の都市公園の

状況並びに学識経験者の外部意見等を勘案し

て検討を行った結果、国の基準と同様の規定

といたしました。 

 まず、内容の(1)のとおり、住民１人当た

りの都市公園の敷地面積の標準並びに都市公

園の配置及び規模の基準を定めております。 

 次に、(2)(3)のとおり、都市公園内の公園

施設の建築面積の基準及びその特例を定めて

おります。 

 施行日は、平成25年４月１日です。 

 次に、資料の89ページをお願いいたしま

す。 

 議案第75号熊本県移動等円滑化のために必

要な特定公園施設の設置の基準に関する条例

の制定につきまして御説明をいたします。そ

の概要につきましては、資料の97ページで御

説明をいたします。 

 制定改廃の必要性ですが、地域主権一括法

の施行に伴う高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、

熊本県が管理する都市公園内の園路、広場、

駐車場及びトイレなどの人の移動にかかわる

特定公園施設についての構造を定める条例で

す。 

 条例の制定に当たっては、高齢者、障害者

等の円滑な移動及び安全性の確保を図るた

め、学識経験者及び関係団体の代表者等の外

部意見等を勘案して検討を行った結果、移動

等円滑化のために必要な特定公園施設の構造

について、必要な通路の幅などについては国

の基準と同一の規定とし、３、内容の(1)の

ア、園路及び広場並びにオ、駐車場に関し

て、独自の基準を設けることといたしまし

た。 

 具体的には、園路及び広場について、少な

くとも１つを満たさなければならない基準と

しまして、つえ、車椅子等の使用者に対応し
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た通路の排水溝の規定、視覚障害者に対応し

た通路の誘導及び警告を行うための点字用ブ

ロック等の設置の規定などを行います。 

 また、駐車場につきまして、駐車場内の車

椅子使用者用駐車施設と駐車場の出入り口と

の間の経路の長さをできるだけ短くする規定

を設けることといたしました。 

 施行日は、平成25年４月１日です。 

 以上で説明を終わります。 

 

○軸丸下水環境課長 委員会資料99ページを

お願いいたします。 

 第76号議案熊本県流域下水道条例の一部を

改正する条例の制定についてです。99ページ

から101ページまでが今回の改正内容でござ

いますが、102ページの概要で御説明させて

いただきます。 

 まず、２の制定改廃の必要性についてです

が、いわゆる地域主権一括法の施行に伴う下

水道法の一部改正により、県が管理しており

ます流域下水道の構造の技術上の基準及び終

末処理場の維持管理に関する基準について、

関係規定を整備する必要が生じたことによる

ものでございます。 

 ３の内容についてですが、今回追加する流

域下水道の構造の技術上の基準等が安全面や

衛生面に関する基準であり、本県における地

域的特性は特に認められませんので、県独自

の基準は設けず、本県の流域下水道に該当し

ない部分を除きまして、政令の参酌基準どお

りといたすつもりでございます。 

 また、この基準等の追加に伴いまして、こ

れまで条例に規定がなかった条例の趣旨と定

義とを新たに加えることといたしておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○松永港湾課長 港湾課です。103ページ及

び104ページをごらん願います。 

 第77号議案の熊本県港管理事務所設置条例

の一部を改正する条例の制定について御説明

いたします。 

 まず、改正の概要ですが、現在、港管理事

務所は、熊本港、八代港、三角港、水俣港の

４港に設置されており、港湾施設の使用許可

や使用料徴収等を行っていますが、今回、港

管理事務所の役割について見直しを行いまし

て、港湾全体を管理する事務所として位置づ

けるために関係規定を整備するものです。 

 次に、制定改廃の必要性ですが、これまで

水域である港湾区域については、道路や河川

と同様に、各地域振興局において占用許可等

を行っており、一方、港管理事務所は、陸域

である岸壁や荷役施設等の使用許可を行って

きたところですが、今回、港湾に関する許認

可権限を港管理事務所に一元化するため、地

域振興局が行ってきた港湾区域の占用許可等

についても港管理事務所が行うようにするこ

とで、港湾利用者の利便性の向上や事務事業

の効率化を図ることとしたものです。 

 なお、施行期日については、本年４月１日

からとしております。 

 説明は以上です。 

 

○平井住宅課長 住宅課でございます。105

ページをお願いいたします。 

 第78号議案熊本県営住宅条例の一部を改正

する条例の制定について御説明させていただ

きます。105ページから111ページまでが今回

の改正の内容でございますが、111ページの

概要で御説明させていただきます。 

 ２の制定改廃の必要性でございますが、地

域自主性一括法の施行に伴う公営住宅法の一

部改正に伴いまして、県営住宅の整備基準及

び入居者の資格を条例で定めることとしたも

のでございます。 

 ３の内容でございますが、まず(1)でござ

いますが、これまで公営住宅法の規定に基づ

き、国土交通省令で定められていた整備基準

につきまして、それを参酌して条例で定める
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ものでございます。 

 次に、(2)でございますが、これは入居者

の資格である収入基準について、これまでは

公営住宅法施行令で入居者が身体障害者であ

る場合等については21万4,000円、それ以外

の者については15万8,000円と定められてい

た金額を、条例で同じ金額として定めるもの

でございます。 

 次に、(3)でございますが、これは住宅地

区改良法に基づいて建てられた改良住宅につ

いて、入居者の資格は公営住宅法の規定を準

用しておりまして、住宅地区改良法施行令で

入居者が身体障害者である場合等については

13万9,000円、それ以外の者については11万

4,000円と定められていた金額を、条例で同

じ額として定めるものでございます。 

 なお、改正をいたします本条例につきまし

ては、平成25年４月１日から施行することと

いたしております。 

 以上でございます。 

 

○金子監理課長 監理課でございます。113

ページをお願いいたします。 

 第85号議案につきましては、工事請負契約

に関する議案になりますので、監理課から説

明させていただきます。 

 第85号議案工事請負契約の締結についてで

ございます。 

 工事名は国道266号交通円滑化改築(新天門

橋)工事、工事内容は橋梁上下部工、工事場

所は上天草市大矢野町登立及び宇城市三角町

三角浦地内、工期は契約締結の日の翌日から

平成29年３月24日まで、契約金額は72億405

万円、契約の相手方は横河・日本ピーエス・

吉田・吉永建設工事共同企業体、契約の方法

は一般競争入札でございます。 

 次に、114ページをお願いいたします。 

 第85号議案の入札の経緯及び入札結果につ

いてでございます。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、上段から、建設工事の種類、共同企業

体の構成員数、格付等級または経営事項審査

の総合評定値、営業所の所在地、施工実績に

関する事項及び配置予定技術者に関する事項

について、記載のとおり設定しております。 

 115ページをお願いいたします。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は、

入札時に施工計画書等の提出を求め、技術評

価と入札価格を総合的に評価して落札者を決

定する総合評価方式の適用工事のうち、品質

確保のための体制、その他の施工体制の確保

状況を確認し、施工内容を確実に実現できる

かどうかについて審査し評価を行う施工体制

確認型総合評価方式で実施しました。 

 施工計画としては、橋梁上下部工工事にお

いて、施工上の課題及び配慮すべき事項が重

要であることから、次のような課題を設定

し、提出された施工計画書等の評価に基づく

技術評価点を入札価格で除して算出した評価

値が最も高い者を落札者としております。 

 次に、116ページをお願いいたします。 

 上段の表が、工事目的物の性能、機能の向

上に関する技術提案及び社会的要請に関する

技術提案でございます。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には８つの建設工事共同企業体が参

加し、平成24年11月22日に開札を行い、評価

値を算出しております。その結果、77億5,20

0万円の予定価格に対しまして、下から２段

目の技術評価点が190点、68億6,100万円で入

札した横河・日本ピーエス・吉田・吉永建設

工事共同企業体が、評価値2.7693と最も高い

評価値となり、落札を決定しております。 

 工事請負契約は以上でございます。 

 次に、117ページをお願いいたします。 

 第86号議案工事請負契約の変更についてで

ございます。 

 この議案は、平成23年９月定例県議会にお

いて議決された工事請負契約について、工事

内容の変更のため金額の変更を行うものでご

- 16 - 



第10回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成25年３月15日) 

ざいます。 

 詳細につきましては、118ページの概要に

より説明させていただきます。 

 工事名は大牟田植木線活力創出基盤交付金

（改築）内藤橋上部工工事他合併、工事内容

は橋梁上部工、工事場所は玉名郡和水町内田

地内、請負契約締結日は平成23年10月７日、

工期は平成23年10月11日から平成25年９月30

日まで、請負業者はピーエス三菱・熊野組・

興亜建設工業建設工事共同企業体、変更契約

金額は６億7,935万円を６億7,440万2,596円

に変更するもので、494万7,404円の減額とな

ります。 

 契約金額の主な変更理由としましては、仮

設支保工の一部の形式変更に伴う減額でござ

います。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○森浩二委員長 以上で執行部の説明が終わ

りましたので、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 

○杉浦康治委員 97ページですけれども、内

容でアからクまでいろいろありますが、24年

度にテクノ緑地の中でかなりこれの項目に近

いような工事がされているかと思うんですけ

れども、それと関連するところというのはあ

るんでしょうか。これを想定していたという

か。 

 

○内田都市計画課長 テクノ中央緑地につき

ましては、バリアフリー化を図るために、園

路の舗装の補修等を実施してきております。 

 今回の条例改正は、地域主権一括法の施行

に伴いまして条例を改正するものでございま

すけれども、条例改正前にバリアフリーをや

るというような考え方に基づいてやってきて

いるところでございまして、私どもが管理す

る公園の中では、８割以上のところがバリア

フリー化をもう既に実施してきております。

今回、この条例に基づいて、順次バリアフリ

ー化をやっていくという計画でございます。 

 

○杉浦康治委員 ということは、基づいてと

いうことで、追加とか変更とか、そういった

ことは出ないよというふうに理解をしてよろ

しいんでしょうか。 

 

○内田都市計画課長 今までやってきたこと

がこの条例に合致しておると考えております

ので、変更があるということではございませ

ん。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 

○西聖一委員 ２点です。111ページの住宅

条例の一部改正の件ですが、さきの会議で松

岡議員から保証人の問題を見直しませんかと

いうことで、部長も検討するという答弁をさ

れましたけれども、今回は間に合わなかった

ということで解釈していいんですか。 

 

○平井住宅課長 今回の改正につきまして

は、地域自主性一括法の改正に伴う改正とい

うことで行っておりまして、もともと予定は

しておりませんでしたが、今回質疑をいただ

きまして、九州各県でも連帯保証人の緩和規

定を設けているということでございますの

で、ただ、そのとき部長のほうもお答え申し

上げましたが、幾つかの課題等もございます

ので、そういった課題を整理して、改善につ

いても検討していきたいというふうに思って

おります。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 あと１点ですけれども、一番最後の契約変

更ですけれども、金額的にいけば重変、いわ

ゆる２割相当の金額ではないような気がしま

すけれども、工法的に何か重変事項に該当す

るから今回変更するんでしょうか。 
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○手島道路整備課長 金額の多寡ではござい

ませんで、５億以上ですので議案になるとい

うふうに認識しておりますけれども。 

 

○西聖一委員 ５億以上ということで――済

みません、農政の場合は、何か変更するとき

は、金額と、あと工法が重変事項に該当する

ときに契約変更をするから、普通金額が落ち

るときはあえて――実績報告で落とすから、

契約を変更し直す必要があるのかどうかがち

ょっと。 

 

○手島道路整備課長 済みません、ちょっと

私違うような意味で答えてしまいましたけれ

ども、あくまで変更がございましたら、土木

のほうは全て変更対象にしております。 

 

○西聖一委員 わかりました。 

 

○早田順一委員 部長の説明の中に、政令市

移行後の地域振興や州都実現と、それからみ

どりの創造プロジェクトについて重点的に取

り組んでまいりますというお話でございまし

て、対前年度比が107.2％と大変予算をつけ

ていただいて、ありがたく思っております。 

 この重点的の中にそのみどりの創造プロジ

ェクトなんですけれども、この中を見る限り

では、恐らくいろんな課にまたがって整備さ

れていくんだろうと思いますし、たしか農林

水産のほうも一緒に入っているんですかね。

合わせて６億5,900万予算がついているみた

いですけれども、ちょっとどういうイメージ

なのかが湧かないものですから、その詳しい

説明をお願いしたいと思います。 

 

○金子監理課長 みどりの創造プロジェクト

の事業は、公共事業の約１％、投資事業のや

つを１％使うということでございますけれど

も、基本的に沿道の景観の整備とか河川の整

備、あるいは都市公園関係の整備、あるいは

港湾の整備あたりの事業でございます。 

 内容としましては、地域振興とか観光振興

に資するような事業をピックアップさせても

らって、この事業に位置づけをしておりま

す。具体的には、例えば国道266号の５号橋

関係の周辺で展望所あたりを整備したりして

観光の誘客あたりにつなげていただくとか、

そして事後的な管理の問題もありますので、

その後の管理については、できるだけ地元の

市町村とかＮＰＯあたりで対応して、管理費

用がかからないようなものをピックアップし

てこのプロジェクトの中に位置づけてやって

おります。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 今説明いただきましたけれ

ども、整備した後の管理というのが市町村と

かＮＰＯということでありますけれども、そ

うなってくると、そういった団体の意見も十

分反映をされて整備されるということです

か。 

 

○金子監理課長 既に計画段階から、市町村

とか団体あたりに一緒に入っていただいて、

整備計画をつくる段階から意見を聞いて、あ

と整備後についてはそういった団体等で行っ

てもらうような――協定になると思いますけ

れども、システムをつくって動かそうという

ふうに動いています。 

 

○早田順一委員 もう１点いいですか。34ペ

ージの砂防課なんですけれども、土砂災害警

戒区域の指定事業ということで予算がついて

おりまして、次の35ページも、基礎調査事業

費ということで８億5,800万ほど予算がつい

ております。これは、目標としては100％ま

では平成28年度までに事業を終わらせるとい

うことだったというふうに思いますけれど

も、大体平均的に割ってこの予算をつけられ
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ているんでしょうか。ちょっとそれからまず

お願いします。 

 

○古澤砂防課長 早田先生の御質問のとお

り、平成28年度までに基礎調査を完了したい

ということで、年度割である程度均等に予算

を今配分して計画を立てております。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 それと、この指定をすると

きの基準、国の基準だというふうに思います

けれども、前回も言いましたけれども、阿蘇

なんかは火山灰とかが多くて、指定がなかっ

たところが崩れたりとかしていましたけれど

も、そういう基準の見直しというか、そうい

うのは国から話があったとか、そういうのは

ないんでしょうか。 

 

○古澤砂防課長 早田先生御指摘のような形

で、阿蘇でそういう特異なところがあったと

いうことは国のほうにも御報告させていただ

いて、国のほうもそういうものがあるという

ことは認識されております。 

 その見直しにつきましては、国のほうも全

国的なことで検討されていくと思いますけれ

ども、まだ時期的な話はちょっと聞いており

ません。我々のほうも、いわゆる土砂災害危

険箇所ということで、平成10年から14年で点

検しておりますけれども、それを今回の土砂

法に基づく基礎調査の中で全域を調査すると

いう形になってくると思います。土砂法に規

定されている基準で、それで漏れていたとこ

ろもある程度拾えていくのかなというように

考えております。 

 今御質問の阿蘇地域につきましては、崖だ

ったら、例えば急傾斜であるとよく言います

けれども、勾配が30度以上、そして、その崖

下に人家がある、あるいは砂防の土石流危険

渓流でございましたら、いわゆる沢形状をし

ているといったところが我々の土砂法の中の

対象になってまいります。 

 昨年、阿蘇では、30度未満で、かつその崖

下から家のあるところまでが非常に長いとこ

ろにあったということで、いわゆる急傾斜と

いう概念からちょっと外れているところがあ

った、いわゆる山腹と言ったがよろしいのか

もしれませんけれども、そういったものがあ

ったと。それから、土石流危険渓流でござい

ますけれども、いわゆる沢形状をしていな

い、専門的にはゼロ次谷とか言っております

けれども、それも山腹に近いものでございま

して、それがやはり土石流危険渓流のカウン

トと申しますか、調査からちょっと漏れてい

たということがございました。 

 そういうものを含めまして、今、我々のほ

うで、協議の中でそういうのを含めてもう一

回見直して、今回阿蘇地域につきましては、

基礎調査を前倒しでちょっとやっていきたい

と考えておりますので、その中でいろいろ検

討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員 この指定の仕方なんですけ

れども、いろいろ見ていると、何か図面上で

ただ指定をされているような感じがするんで

すよ。例えば、現場でも、今言ったように、

崩れやすいところもあるし、今度は反対に指

定を受けとっても、例えば砂防ダムとか治山

ダムとか整備をしたりとかやって、もう外れ

てもいいんじゃないかというようなところも

見受けられるわけですよね。だから、そうい

う、何といいますか、図面上だけじゃなく

て、現場をしっかり見て、地質も、地盤がし

っかりしているとか柔らかいとか、そういっ

たものをしっかり見て指定をしていただきた

いというふうに思っております。 

 私の近くのところも、保育園とか学校とか

あるんですけれども、そこも、砂防ダムじゃ

ないんですけれども、治山ダムとか幾つかや

って、地盤もしっかりしているんですよね。
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だから、そういったものが指定が――レッド

ゾーンとかイエローゾーンとかがあるだけ

で、田舎というのはそこに人が――学校とか

保育園がもうなくなる可能性が出てくるんで

すよ。そういった影響もあるものだから、し

っかりと現場を見てぜひこれはやっていただ

きたいので、これは国に言っていただかなき

ゃいけないかと思いますけれども、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○古澤砂防課長 土砂災害警戒区域の中で、

先生御指摘のように、土質、地質関係、これ

につきましては、非常に難しいと言ったら語

弊がございますけれども、いろいろな地質で

非常に違ってくるということで、画一的に、

シーファイと言っていますけれども、そうい

う土質の力学的なものを検討させていただい

て決めさせていただいております。 

 それぞれの地質を見る学識経験者にしろ担

当者にしろ、そこの判断というのは非常に難

しいところがございます。ある程度明確とい

いますか、客観的なものというのが、先生お

っしゃいましたように、地形だとか勾配だと

か、そういう谷地形のほうが非常にわかりや

すいということで、そういう判定基準になっ

ております。 

 確かに、地質によるもろさというのは我々

も非常に認識しております。これをどこまで

加味して指定をやっていくかということが、

非常にまだ学問的と申しますか、我々地質的

にも非常に難しい面があるというふうに理解

しておりまして、これは今後の課題だという

ふうには私個人としては思っております。 

 

○早田順一委員 ぜひお願いします。 

 

○内野幸喜委員 営繕課、住宅課のところ

に、県有施設の保全、改修等に要する経費と

か、県営住宅のストックを長期間有効に活用

するための改修に要する経費とあります。 

 たまたまきのう、管財課の方からいろいろ

話を聞いて、県有財産の保有総量の最適化と

いうことでこれから進めていくと。これは、

道路とかは別として、例えば建物とか、いろ

んなものに耐久年数もあって、全てを例えば

補修とか建てかえとかするのであれば、400

億ぐらいかかるんじゃないかという試算があ

りました。 

 やっぱり今の県財政が厳しい状況の中で、

いろんな整理とかも必要になってくると思う

んですけれども、例えば今土木部で管理して

いる県有財産で、これから補修とか、場合に

よっては建てかえとか、そういった見込みと

いうか、どれぐらいあるんですか。件数とか

金額とかというのは、大体。 

 すぐには難しいなら――そうしたら、これ

からやっぱりそういった建物というのは結構

出てくるんですかね。 

 

○田邉営繕課長 営繕課でございます。 

 今の委員の御質問に直接答える資料という

のは持ち合わせてはおりませんけれども、先

ほど営繕課で御説明しました県有施設の保全

改修費というものにつきましては、これは営

繕関係の仕事をしているのは営繕課が主です

が、例えば学校施設ですと施設課が行ったり

とか、警察本部では会計課が行ったりとかい

うのがありまして、営繕が担当しているのが

116施設ございます。それの通常の修繕とか

の費用がこの金額ということはございますけ

れども、実際に今後どういった形で建てかえ

をしていくかとかいうことにつきましては、

それぞれの課についても、まだはっきりとし

た計画というのは持っていないというのが現

状でございます。 

 

○内野幸喜委員 さっき言ったように、管財

課のほうがそういうちょっと動きがあるとい

う中で、やっぱりそれぞれの課によって、こ

れは必要な施設だから残さないといけないと
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か、廃止とかじゃなくて必要な施設だという

ことで改修とかって出てくると思うんですよ

ね。そうしたときに、これから、例えば1970

年代とかにつくっているものとかについて

は、やっぱり耐震化というのはされていない

ものも例えばあると思うんですよね。そうい

った費用というのは、これからやっぱり上が

ってくるんですか、どうなんですかね。やっ

ぱりふえてくるんですか。 

 

○田邉営繕課長 今委員御指摘のとおり、こ

れから先、昭和40年代、50年代の建物につい

て、建てかえの時期ですとか、あるいはさら

に長寿命化をするための改修が必要な時期を

迎えているものが多数ございますので、そう

いった金額はますます上がってくるものとい

うふうに考えております。 

 

○内野幸喜委員 見通し、大体どれぐらいに

なるかとかはわからないわけですね。これ

は、何かそういう資料があれば、今度また私

に。 

 

○田邉営繕課長 はい。 

 

○岩中伸司委員 住宅関係が出ていますの

で、105ページの78号の条例制定について。 

 県営住宅の条例なんですが、これは国の公

営住宅法の一部改正に伴って改正する必要が

あるという理由で提案されていますが、これ

は国の改正イコール県の条例改正にしなけれ

ばならないということですかね。そうじゃな

い。 

 

○平井住宅課長 例えば、これまで法令で収

入基準等が定められておりまして、それも、

法令のほうではそういった基準はなくして条

例で定めなさいということになりましたの

で、必然的に条例で定める必要があったとい

うことでございます。 

 

○岩中伸司委員 であれば、国の基準のとお

りに進めていくということでなくても、県独

自のこの条例ですから、入居基準の問題につ

いて、こういう形の金額に――これは現状よ

りもかなり下がってくるんでしょう。 

 

○平井住宅課長  この基準は、改正前に法令

で定められていた額と同じ額としておりま

す。 

 今おっしゃったように、この収入基準につ

きましても、15万8,000円は参酌する額とい

うふうに国から示されております。それを基

準にして、それぞれ地域で特殊な事情がある

場合には変えてもいいというのがその趣旨で

ございまして、県の場合も、この収入基準を

もう少し上げる下げるということは検討はい

たしましたが、やっぱりそれぞれに課題がご

ざいますので、当面は、この国が定めた額を

そのまま条例で定めたいというふうに思って

おります。 

 

○岩中伸司委員 国の改正で下げられても―

―下げるということでしょう、国は。そのま

まですか。 

 

○平井住宅課長 そのままでございます。上

げる下げるも少し検討いたしましたが、やは

りいろいろ課題がございます。この改正にお

きましては、これまで国のほうで定められた

額と同額を今後も同じ収入基準としたいとい

うことでございます。 

 

○岩中伸司委員 そうすると、公営住宅法の

法改正は、もうこの金額のままだったという

ことですかね。例えば、障害者の場合は21万

4,000円、そうでない場合は15万8,000円とい

うことで書かれていますけれども、そういう

理解でいいんですか。そうしたら、これまで

どおり、県の基準は、今答弁あったとおり、
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これまでの基準はこれであるし、今後もこれ

でいくということですよね。それを再確認。 

 

○平井住宅課長 これまでは政令で定める額

というふうに法で規定されておりましたが、

今回は条例で定める額というふうに法のほう

で書きかえられております。ですから、国の

額が15万8,000円とそれまで決めてあったも

のが、今回、条例で同じ額、15万8,000円と

して条例で規定したということでございま

す。 

 

○岩中伸司委員 それでは、条例で定めるこ

とができるということに変わって、特別これ

までとは変化ないという理解の仕方でいいで

すかね。 

 

○平井住宅課長 同じでございます。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩中伸司委員 24ページで、路木ダムに４

億円だったかな、今回増額ということになっ

ていますが、これは追加はどういう形、どう

いうところが……。 

 

○林河川課長 増額の理由ということで。 

 

○岩中伸司委員 はい。 

 

○林河川課長 路木ダムにつきましては、先

ほど御説明しましたように、最終年度という

ことになりますので、不測の事態に備えまし

て全体事業費を４億円増加いたしておりま

す。 

 その増額の理由なんですけれども、複数ご

ざいますけれども、大きなものは２点ござい

ます。１点目は、ダムの基礎岩盤の対応に伴

う増。基礎岩盤と申しますのは、ダムが乗る

下の地盤、そういうことになりますけれど

も、これは実は掘削した結果なんですけれど

も、基礎岩盤の中にはいろんな亀裂がござい

ますけれども、その小規模な亀裂が上下流方

向に予想以上に発達していたということがわ

かったということがございます。 

 これは、ダムの安定性自体には全然支障は

ございませんけれども、将来的に漏水を助長

することも考えられますので、我々はグラウ

トと呼んでおりますけれども、そういった地

盤改良といいますか、基礎処理を行って確実

な止水処理を行いたいというのが１点でござ

います。 

 もう一点が、のり面工法の変更に伴う増と

いうものがあります。これも同じように地山

を切土しました結果、のり面に割れ目の多い

岩盤が出てまいりまして、当初は、緑化工法

と申しまして、吹きつけするだけだったんで

すけれども、それだけじゃ将来的にやっぱり

小さな崩落等も考えられますので、のり枠と

我々呼んでいますけれども、補強工法を追加

したということでこういった増加になるとい

うことです。 

 ただ、いずれにいたしましても、工事の進

展に伴ってあらかじめ予測できない事柄が判

明したということでございます。 

 

○岩中伸司委員 そういうことは起こり得る

と思うんですね。最初からいろんな指摘はさ

れていたというふうに思うんですけれども、

そういうことでの増額と、その増額そのもの

は理解できましたけれども、基本的には、私

は、このダムの建設はちょっと最初から反対

をしているもので、そこら辺の出発点は違う

んですが。 

 それともう１つお尋ねしますが、きょう説

明いただいた中に、立野ダムの県の負担金と

いうのは幾らぐらいかというのは……。 

 

○林河川課長 今すぐちょっと手元に資料は

ございませんので、後ほど委員長の御了解を
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いただいて御報告させていただければと思い

ます。 

 

○岩中伸司委員 やっぱり負担金はあるんで

すね。３割ぐらいですか。 

 

○林河川課長 河川法による県の負担額とい

うのが定めがございまして、河川改修ですと

３分の１なんですけれども、ダムのような大

規模な工事については10分の３ということに

なっております。ただ、実質的には、後進地

かさ上げとか、そういった制度もございまし

て、実質的な負担額はもうちょっと下がりま

す。 

 

○岩中伸司委員 その金額は、また後で教え

ていただきたいと思います。 

 

○早田順一委員 37ページの建築課なんです

けれども、くまもとアートポリスの推進に要

する経費とありますけれども、このアートポ

リス事業は、以前からいろんな課題がありな

がらも熊本県として推進をされて、いろんな

建物を建ててきておられますけれども、平成

25年度というのは、大体どれぐらいの物件を

建てられるんでしょうか。 

 

○坂口建築課長 今工事がなされていますも

のが、県立の球磨工業高校の管理棟が１棟ご

ざいます。これは来年度の７月中ぐらいに一

応完成する予定になっております。それか

ら、市町村で行われております工事がござい

まして、宇城市の豊野小中学校が今度３月末

に一応竣工する予定になっております。それ

から、和水町の２つの地区で小中学校の改築

が行われておりますので、その分はまだ、工

事が今始まっているのが１カ所、今後始まる

のが１カ所ということになります。それか

ら、天草市でリップルランドに日よけのあず

まやをつくっておりますが、それがことしの

３月中にも完成する予定になっております。 

 現在のところ、一応そういうことで工事と

設計が進んでいるものは以上でございます。 

 

○早田順一委員 これは、今設計されている

分も今の件数の中に入っているんでしょう

か。 

 

○坂口建築課長 今設計が進んでいるものと

いうことでございますか。 

 

○早田順一委員 はい。 

 

○坂口建築課長 今設計だけ進んでいますも

のは、和水町の菊水小中学校が今設計中でご

ざいます。それから、和水町の三加和小中学

校が、一部まだ設計が残っているという状態

でございます。 

 

○早田順一委員 ということは、平成25年度

は５棟、５件分ということなんですかね。 

 

○坂口建築課長 はい。天草の分はことしの

３月で終わりますので、工事中になりますの

は、天草と宇城の豊野小中学校は終わります

ので、工事が残っておりますのは、和水町の

２つの小中学校と県立の球磨工業高校の管理

棟のその３カ所でございます。 

 

○早田順一委員 県としても、木造率、これ

を平成32年には現在の15.3％から30％という

ことで目標値を掲げておられますけれども、

アートポリスもこういったことで配慮はされ

ているんでしょうか。 

 

○坂口建築課長 木造化率につきましては、

県下各市町村ともども目標を掲げておると思

いますので、我々も、木造化できるものはで

きるだけ――純木造でできないものもござい

ますので、コンクリートと組み合わせて木造
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化を図るとかあるいは内外装に木材を使って

いただくようお願いしているところでござい

ます。 

 

○早田順一委員 ちょっとアートポリスから

離れますけれども、公共事業で木造化という

ことで、県あるいは市町村も計画を立てられ

て進めておられますけれども、決算特別委員

会だったと思いますけれども、福祉施設とか

保育園とか幼稚園とか、そういったところに

も、横の連携ということで、しっかりその取

り組みをしてくれということで、ちょっとど

なたか忘れましたけれども、委員の先生がお

っしゃったかというふうに思いますけれど

も、その点についてはどのような感じで進ん

でいるんでしょうか。 

 

○坂口建築課長 我々の直接の所管ではござ

いませんが、福祉施設のそういった施設整備

の審査会にちょっと私も出させていただいて

おりますので、その状況をちょっと御報告申

し上げますと、福祉部局におかれましても、

民間からのそういった施設整備に当たりまし

ては、木造化に対して非常に指導をなさって

いる状況を伺っております。 

 

○早田順一委員 これは保育園の整備なんで

すけれども、平成25年度、22カ所何か要望を

されているそうでありますけれども、そのう

ち県に具体的な整備計画を提出されている19

カ所のうち２カ所が木造での整備を実施予定

であるということで、ほかの17カ所について

はそれ以外ということで話があっているわけ

ですよ。 

 そこの保育園関係の先生方の御意見とか、

いろいろあるんだろうというふうに思います

けれども、県としても、かかわる以上は積極

的にその推進をぜひしていただいて、今その

目標に向けて――何％かちょっとわかりませ

んけれども、そういった目標を上回るぐらい

の整備をしっかりとしていって、この循環と

いいますか、やっぱり山の恩恵というか、そ

ういったものを我々はしっかり受けているわ

けですから、ぜひそういった意味で取り組ん

でいただきたいと思いますけれども、いかが

でしょうか。 

 

○坂口建築課長 直接私のほうで指導するわ

けにはいきませんが、福祉部局のほうにきょ

うの先生の御意見はお伝えさせていただけれ

ばと思いますけれども、よろしいでしょう

か。 

 

○早田順一委員 これは、大体それぞれの課

に言わなんわけですか。それとも、どこかで

把握しているところがあるんでしょうか。 

 

○坂口建築課長 全体の県内の施設整備に関

します木造化につきましては、農林水産部の

ほうが所管しているということになると思い

ますけれども、おのおの所管部局での補助事

業等につきましては、それぞれの部で取り組

んでいただいているというふうに思っており

ます。 

 

○早田順一委員 よろしくお願いします。 

 

○森浩二委員長 ほかに質疑はありません

か。ないですか。 

 

○岩中伸司委員 １つだけ、簡単なやつをち

ょっと。 

 全く認識がなくて、11ページで、これはい

いことか悪いことか非常にわからぬですが、

道路管理事業の中でロード・クリーン・ボラ

ンティアで331万9,000円ですが、これは具体

的にどういう事業で、どんな形になっている

のか。 

 

○亀田道路保全課長 道路保全課でございま
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す。 

 今の委員の御質問は、331万9,000円のロー

ド・クリーン・ボランティアの内訳というこ

とでよろしいんですか。 

 

○岩中伸司委員 はい。 

 

○亀田道路保全課長 主な内容につきまして

は、経費の内訳は、ボランティアで作業をさ

れる際の傷害保険、これは短期のやつです。

あるいは、水をまくためのホースとか、清掃

するためのほうきでありますとか、そういう

消耗品的なやつについて支給をしておりま

す。 

 今、締結団体が約400団体ぐらい、県との

ボランティア協定を締結しております。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 確かに、おっしゃられるよ

うに、ボランティアで道路清掃をやったりし

ているときに、けがをしたりとか、いろんな

備品が要ったりとかと、今具体的にホースと

か言われたんですが、その経費は、まあ要る

ことは要るなと思うんですが、その400団体

が登録されているというのは、これは主にど

んなところですか。老人会とかじゃなかっで

しょうかね。建設業ですか。 

 

○亀田道路保全課長 24年末の団体の登録の

数字なんですけれども、約480ございまし

て、この内訳の大半が企業関係でございま

す。地域のボランティア、おっしゃいました

ように、老人会とか自治会とか、そういった

方々もいらっしゃいます。 

 

○岩中伸司委員 これは私たちが見かけてい

るとおり、例えば道路の脇に空き缶を捨てて

いるとか、そんなことの作業のことを指すん

ですか。道路自体をどうこうするということ

じゃないと思うんですけれども。 

 

○亀田道路保全課長 例えば、植栽ます、道

路に植樹帯がございますけれども、そこの草

取りの奉仕でありますとか、あるいは草刈

り、または花を植えてその花を育てるとか、

もろもろその内容はそれぞれの団体で違って

おりますけれども、さまざまな奉仕活動をさ

れているということです。 

 

○岩中伸司委員 確かに、見かければ花壇に

なっているところとか、ああいいなというふ

うな感じで通ることもあるんですが、草刈り

とかなんとか、本来は行政のほうでやってい

かないかぬ内容もいっぱいあるんですよね。

そこをボランティアで代替しているというこ

とでしょう。 

 

○亀田道路保全課長 目的の一つとしては、

今日の厳しい財源の中での維持管理費の縮小

といいますか、相当今厳しい状況で管理者も

やっておりまして、要は経費の節減というの

もボランティアへの期待をしているところの

一つなんです。ですから、やっていただいた

分は、少なくとも維持管理費の節減にはつな

がっているというふうに認識しておりますけ

れども。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 なければ、以上で質疑を終

了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第33号、第38号から第40号まで、第45

号、第70号から第78号まで、第85号及び第86

号について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  (「異議なし」「33号」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、一括採決反対の

表明がありました議案第33号について、挙手

により採決します。 
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 原案のとおり可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

  (賛成者挙手) 

○森浩二委員長 挙手多数と認めます。よっ

て、議案第33号は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

 次に、残りの議案第38号外14件について

は、一括して採決いたします。 

 原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 御異議なしと認めます。よ

って、議案第38号外14件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査にすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○森浩二委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。その他で何かあ

りませんか。 

 

○西聖一委員 当初予算も今審議しましたけ

れども、補正も合わせて今度の土木の事業、

大変な量になってきています。そこで、県が

30人の臨時職員を雇うということになってい

ますけれども、今その経過はどのようになっ

ていますでしょうか。 

 

○金子監理課長 ３月６日で募集を締め切っ

ておりますけれども、163名の応募があった

と聞いております。 

 

○西聖一委員 やっぱり予想以上に多いの

で、相当優秀な方も採用できるかなと思うん

ですが、その方たちを責めるつもりはさらさ

らないんですけれども、私は２つちょっと心

配しているのがありまして、１つは、事業の

お手伝いで入ってくるんでしょうけれども、

必ず事業を竣工した後は国の会計検査が入っ

たりして、それが５～６年後なんですよね。

すぐ入ることはなかなかないので。そのとき

に、担当した職員がいないのであれば、残っ

ている正規の職員は相当負担がまた来るんじ

ゃないかなというのが１点と、それから、優

秀な方が、まあ県の経験者もおるでしょうけ

れども、民間の経験者もおるでしょう。そう

なると、これはうがった言い方ですけれど

も、民間の業者が送り込まれてくる人もおっ

て、いわゆる事業の入札価格が漏えいする可

能性もあるんじゃないかなと。まあ、ないよ

うにせないかぬですけれども、そこら辺の対

策はどういうふうにされるのか、ちょっとお

聞きしたいんですけれども。 

 

○金子監理課長 まず、応募者のうち50歳以

上の方が８割近くであると聞いております。

比較的高齢の方が多いということでございま

す。あと行政経験がある方は余りいらっしゃ

らないので、したがいまして、任期つき職員

の方の業務内容というのは、どちらかという

と会計検査が必要となるような大きな事業と

か難しい事業は正規職員が担当して、いわゆ

る軽微な業務の発注あたりを担当するという

ことになりますので、会計検査等の対応が必

要になる業務には比較的つきにくいというこ

とだろうと思います。 

 また、仮に会計検査が入った場合、その任

期つき職員が担当した業務であっても、基本

的には組織的な対応をいたしますので、会計

検査上の問題はないんだと思っております。 

 それと、秘密というか、情報の管理という

か、そういう件ですけれども、任期つき職員

についても地方公務員法が適用されますの

で、いわゆる秘密の保持が法律で義務づけら

れますので、任期つき職員が離職した後につ

いても適用されますので、地公法上の適用を
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受けるということで担保するということにな

ろうかと思います。 

 

○西聖一委員 当然そうなると思いますけれ

ども、やっぱり本来であれば正規職員がきち

っと対応する業務だと思うんですよね。安易

に臨時職員で賄って、もうできるんじゃない

かということで、次もいろんなことがあった

とき臨時採用職員でいいんじゃないかとなる

と、非常に私としても懸念するし、やっぱり

公務員の守秘義務というのは相当重いという

ことをしっかり認識して業務に当たらなけれ

ば、いろんな事件が起こったとき大変だなと

思いましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○森浩二委員長 ほかにありませんか。 

 

○内野幸喜委員 今ちょうど西先生の話もあ

りましたけれども、今、熊本県は、財政健全

化ということで、職員を大幅にふやすという

ことはできないわけですよね。少しずつ減っ

てきていると。そういう中で、やっぱりそれ

ぞれ一人一人の職員の方に求められる役割と

いうのが、非常に以前より大きくなってきた

と思います。若い人に対して、ベテランの方

とかもスキルを継承したりとか、そういった

こともやっぱり必要になってくると思いま

す。 

 そこで、期待される職員像というか、求め

られる職員像、これは本来部長に聞くべきと

ころだと思うんですけれども、聞くところに

よると、今回課長以上の方で２人ほど退職さ

れる方がいらっしゃるということなので、こ

れまでの経験も踏まえて、後輩に対する激励

も含めて、その辺のちょっと話を聞かせてい

ただければと。用地対策課長と道路保全課長

に。 

 

○鳥山用地対策課長 用地対策課長の鳥山で

ございます。 

 私は、これまで20年間用地業務に従事して

まいりましたけれども、用地は、地権者の方

々お一人お一人と交渉を行いまして、御納得

いただくまで丁寧に説明し、御契約をいただ

くことになりますため、地権者の方々から感

謝される仕事だと考えて努めてまいりまし

た。 

 そのためには知識の習得とか勉強が必要で

はございますけれども、私は、幸いにも周囲

の方々に恵まれまして、感謝されることが多

うございました。このことは、各用地職員に

は機会あるごとに話をいたしまして、用地を

好きになってもらうように指導してきたとこ

ろでございます。 

 今後も、このように考えまして、粘り強

く、丁寧に交渉していただくよう指導してま

いりたい、また、そのように伝えてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

 

○亀田道路保全課長 私は、技術職で約40年

間過ごしてまいったわけですけれども、委員

がおっしゃったように、確かに事業量そのも

のは、熊本県の土木部の場合は、平成８年ご

ろが一番ピークで、それからしますと、今日

は約４割ぐらいに落ち込んでおります。同じ

ように、今呼応する形で職員数も行財政改革

でやっぱり相当数減っておりまして、１人当

たりの負担というのは、まあいろんな中身が

違いまして、当時、平成８年ごろから比べる

と、さらにまた住民に対する説明責任のあり

方とか、相当そういった事前調整等に労力を

とられておりまして、１人頭の個人個人の業

務量というのはむしろふえているような状況

でございます。 

 このような中で、財政が逼迫しているから

といって、本当に将来的に必要な、例えば天

草幹線道路の整備でございますとか、そうい

う真に必要な公共事業はやっぱり着実に推進

- 27 - 



第10回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成25年３月15日) 

する必要がございまして、そして後世にバト

ンタッチをする必要もございます。 

 さらにまた、今日、笹子トンネルに代表さ

れますように、社会資本の老朽化への対応が

いろいろ社会問題化になっておりまして、こ

の辺本当にしっかりと取り組んでいかないこ

とには、相当将来的に大きな問題になるとい

うこともございまして、公務員技術者に今後

求められるあるべき姿といいますか、そうい

うことを私ながら考えてみますと、何といい

ますか、それぞれの個人個人でスペシャリス

トになりなさいとか、そういう話はなかな

か、そういう状況なものですから、専門性を

高める必要も確かにあるんですけれども、公

務員技術者としては、やはり民間の高度な技

術力でありますとかあるいは有識者あたりの

意見をいかに取り入れて、いろんな社会情勢

とか、そういったことを考慮しながら事業の

必要性を説明していく、そういう役割が公務

員技術者には求められているのかなと思って

おります。 

 そういったことから、確かに出先の――少

し長くなりますけれども、係長さんとか課長

連中が相当今忙しいものですから、若手が入

ってきても、なかなか現場に一緒に連れてい

くとかいう、そういう機会が少のうございま

す。我々が若いときは、やっぱり先輩とか上

司と一緒に現場に行って、現場で教わること

が相当ございまして、どうしても自然が相手

の仕事なものですから、現場で会得すること

が非常に重要でございます。その辺が少し今

日の若手の技術者には、まあかわいそうとい

いますか、我々もその責任の一端を担ってお

りますけれども、ちょっとそういうところが

心配だなというところはございます。 

 最終的には、でも、若い方も、やはり御本

人の心、意識の問題だろうと思いますけれど

も、そういうことを情勢を図りながらしっか

りした公務員技術者を育てていければなとい

うか、いってほしいなと考えております。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員長 ないですね。――なけれ

ば、以上で本日の議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして第10回建設常

任委員会を閉会します。 

午前11時57分閉会 

――――――――――――――― 

○森浩二委員長 なお、本日は、本年度最後

の委員会でございますので、私と渕上副委員

長から一言ずつ御挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

 本当に１年間、大変お世話になりました。

各委員の温かい御指導、御協力をいただきな

がら、渕上副委員長とともに円滑な委員会運

営に努めてまいりましたが、委員の皆様方に

おかれましては、終始熱心な御審議をいただ

きまして、まことにありがとうございまし

た。また、船原部長を初め執行部の皆様方の

御協力につきましては、心からお礼を申し上

げます。 

 この１年を振り返ってみますと、７月の広

域大水害がやっぱり一番の思い出といいます

か、委員長になりまして、こう言っては悪い

んですけれども、阿蘇の土木部長あたりとち

ょっと話したとき、あなたがそこの部長で行

ったら多分災害があるよ、俺も委員長になっ

たけんあるばいたと言っていたら、本当にこ

ういう大災害になってしまいました。 

 本当にあのときはどうしようかなと考えま

したけれども、皆さん方の鋭い対応で、今復

旧・復興事業に本当に着実に進んでいかれて

いることを、我々委員としても、本当に感謝

申し上げます。 

 そういうわけで、私も、この委員会、きょ

うで最後ですけれども、ここに来たかったん

ですけれども、自民党の上のほうであんまり

行き過ぎだということで、年を改めましてま

たこの委員会に復帰したいと思います。 

 ただ、一つ懸念することは、今まで平成２
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年の大水害からあんまり大きな災害が起こっ

てなくて、現場のほうの技能労働者あたりも

不足し、職員の皆さん方も、技術力といいま

すか、そういうのが今ちょっと若い人たちに

は不足しているんじゃないかなと、そういう

のが見受けられましたので、これからまた一

層技術に研さんされて、この熊本の土木行政

を引っ張っていってもらいたいと思います。 

 本当に１年間お世話になりました。 

 

○渕上陽一副委員長 それでは、一言御礼を

申し上げます。 

 まずは、この１年間、森委員長初め各委員

の先生方、そして執行部の皆様方には、それ

ぞれ御支援をいただきましたことに対しまし

て、心から御礼を申し上げます。 

 また、今回定年をされるということであり

ます。本当に長い間県庁マンとしてお勤めに

なられた、心から御慰労を申し上げまして、

熊本県に住む一人として感謝を申し上げたい

というふうに思います。 

 今委員長からお話がありました、災害であ

りましたり、また緊急経済対策、それぞれに

課題があるかというふうに思いますけれど

も、しっかりと取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 実は、副委員長にならせていただいたとき

に、もしかするとまた何かあるんじゃなかろ

うかというふうに私は思っておりました。経

済常任委員会、農林水産常任委員会、そして

この建設常任委員会の副委員長を３回仰せつ

かったわけでありますけれども、経済常任委

員会の副委員長のときは、アメリカ発と言わ

れた経済、大変がたがたとなったわけであり

ます。また、農林水産常任委員会のときには

口蹄疫と赤潮でありまして、そして建設常任

委員会になったときはこの災害でありまし

て、誰にも言うことなく、本当に自分の行動

を改めようというふうに思っておりましたけ

れども、私だけじゃなくて委員長がというこ

とで少しは安心したわけであります。 

 本当にわずかな１年間でありましたけれど

も、皆さん方に心から感謝を申し上げまし

て、御礼の御挨拶にかえさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

○森浩二委員長 本当にありがとうございま

した。これで終わります。 

  午後０時１分 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  建設常任委員会委員長 
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